
１．研究の背景と目的

名古屋市営住宅は、現在までに約 8.6万戸が建設され

てきた(図-1)。その内、1970年までに建設された木造住

宅や簡易耐火構造の平屋建て・二階建ての低層住宅は建

替え事業が終了し、現存する 6.3万戸のストックは全て

中高層耐火構造住宅であり、建設年次は 1970年以前建設

が約1.2万戸、1971～1975建設が約1.3万戸、1976～1980

建設が約 1.3万戸である(図-2)。

1970年以前建設の名古屋市営住宅は、住戸規模が狭い
注１こと、高齢者に適さない和式便器やまたぎ高の高い浴

槽、室内排気のガス風呂釜など設備が陳腐化している。

また、1980年以前建設の市営住宅は、現行基準で求める

耐震性能を有していない住宅が多く、特に 1971年建築基

準法改正以前住宅の大半は Is値 0.6未満であり、0.3以

下も多い。さらに、住戸内側からの中性化などコンクリ

ートの劣化も進行している。愛知県や名古屋市の建築物

耐震改修促進計画では住宅について 2015 年度までに

90％の耐震化率を目標としており、早急に建替え等によ

る再整備が必要となっている。

しかし、厳しい地方財政状況の中で、この数年来の市

営住宅建替建設量は 300 戸未満/年間ベースに落ち込ん

でおり、1970年以前建設分の再整備だけでも単純計算で

40 年を要するため、供給量がピークであった 1970 年代

に建設された大量の中高層住宅ストックが耐用年数を超

過してしまうおそれが極めて高く、再整備戸数の大幅な

増加が喫緊の課題となっている。

全国(図-3)でみると、建設量の過半を中高層が占める

のは 1960年代後半からで、その供給ピークも 1970年代

前半と名古屋市に比べ 5年ほど遅く、また全国的には名

古屋市ほど建て替え事業が進んでいないため、現在でも

低密度で建設された木造住宅や簡易耐火構造の平屋建

て・二階建ての低層住宅を建て替え高層化することで余
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剰地を生み出しており、中高層団地再生の課題は顕在化

していない。しかし、耐震性に欠ける虞の高い 1970年以

前建設の中高層住宅は全国で 40万戸以上あり、また、国

交省における公営住宅予算が減少している注２中では、今

後名古屋市と同様な課題を抱えることが推測される。

公営住宅団地の再整備・建替えに係わる既往研究とし

ては、建替えに併せた住宅用地の地域施設・福祉施設・

道路・公園等への転換実態を明らかにした木内 1) 2)、大

塚 3)による研究がある。建替え等に際し、公営住宅敷地

ストックが団地周辺の生活環境施設用地として有効活用

されている。

一方、近年の住宅政策が地方分権化と市場化の方向に

ある中で、意図的な公営住宅ストック削減を目的に策定

された廃止・削減を伴う県営住宅の再編計画について、

民間賃貸への転居を考慮しても転居先が大きく不足する

こと、転居先が遠隔地となる事を指摘した小山・吉田 4)

による研究がある。

しかし、これから本格的な事業実施の時期を迎える中

高層公営住宅団地については、低層住宅団地を高層化し

た際に生じ、他施設用地として活用された余剰地を同様

に生じさせうるために必要とされる従前戸数を確保でき

るかどうかの検討や、確保できない場合の対応策等につ

いての検討はなされてきていない。

本論文では、建替え時期を迎えている名古屋市営中高

図-1 建設年代別・構造別名古屋市営住宅建設戸数

図-2 建設年代別・構造別名古屋市営住宅管理戸数

図-3 建設年代別・構造別全国公営住宅建設戸数

層住宅団地の全てについてそれぞれ具体的な建替え案を

作成し検討することで、建替えによる戸数の増減を予測

し、その要因と影響を明らかにし、対策を検討すること

目的とする。

２．対象団地の概要

本研究では、同一団地内に 1970 年以前建設の住棟を含

む全 41団地を対象とした。

単独棟の団地は23団地で、18団地が複数棟からなり、

15 団地が建築基準法第 86 条に基づく総合的設計（団地

認定）を受けており、さらにその内の 7団地は都市計画

法第 11条第 1項 8号に基づく一団地の住宅施設である。

団地単位の住戸数は 200戸未満団地が過半を占めるが、

500 戸以上の大規模団地も 8 団地ある。平均は 321 戸、

小団地は 16戸、 大団地は 1,615戸である。 敷地規

模は、1,000～1,999㎡、2,000～4,999㎡、5,000～9,999

図-4 対象団地の概要
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S30以前 S31-35 S36-40 S41-45 S46-50 S51-55 S56-60 S61-H2 H 3- 7 H 8-12 H13-17

市営(計61,254戸) 0 351 2,340 9,453 12,786 12,806 8,715 5,696 4,307 2,818 1,982

木造(市営) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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耐火(市営) 0 351 2,340 9,453 12,786 12,806 8,698 5,696 4,307 2,818 1,982

定住(計1,718戸) 0 0 0 0 0 0 0 128 796 694 100

耐火(定住) 0 0 0 0 0 0 0 128 796 694 100
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昭和45年度から、木

造・簡易耐火造の住宅を

中心に、建替事業を順次

実施してきた。

今後、昭和41年度～昭和55

年度に大量建設された住宅の

老朽化が進む。

現行の耐震基準に基づいて

建設された住宅ストック

市営住宅 23,518戸( 38.4％)

定住促進住宅 1,718戸(100.0％)

（平成20年1月31日現在）
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表-1 対象団地一覧



No.5 団地 都市計画一団地であるが、当初計画の半分程度

しか買収できず、団地北部に民地が食い込んでおり、既存

不適格の日影を生じている。

No.9 団地 旧街道の近隣商業地に位置し、公設市場併存。

建蔽率に余裕がなく、民家敷地に囲まれ既存不適格の日影

を生じている。

No.16 団地 区画整理保留地を先行取得した都市計画一団

地。東 45度に振った敷地形状のため、北西隣接民地に既存

不適格の日影を生じている。

図-5 日影による既存不適格状況図

No.22 団地 一帯の木造市営住宅を改良事業により除却

し、南側幹線道路沿いに 9 階建て住棟を建設して収容。小

学校・公園として整備された北側は第 2 種住居地域指定の

ため商業地域内に立地しながらも既存不適格の日影を大き

く生じている。

No.23 団地 戦後の引揚者住宅を建て替えた 4・5 階建ての

中層住棟であるが、当該団地を含む一帯が規制の一番厳し

い第 1 種低層住居専用地域に指定されているため、既存不

適格の日影を生じている。

No.28 団地 国庫補助庶民住宅を改良事業により撤去し跡

地に改良住宅と公営住宅を混合建設した大規模団地。南北

軸ﾂｲﾝｺﾘﾀﾞｰ棟は13階建ての高層で団地外に大きく既存不適

格日影を生じている。



㎡、10,000㎡以上、がそれぞれ約 1/4づつである。平均

は 18,902㎡であり、超大規模団地が平均値を上げている。

市有地を活用して 1945～1950 年度に建設された応急

簡易住宅や国庫補助庶民住宅、1950年代に建設された木

造公営住宅が老朽化したため住宅地区改良事業を用いて

中高層耐火建築市営住宅に建て替えられた団地（10団地、

改良住宅 1,504戸＋公営住宅 2,023戸、平均 352戸）は

中規模で、公設市場など市有施設上部空間の有効活用策

として合築された市営住宅団地（12団地、533戸、平均

44戸）は都心部や既成市街地に位置し概して規模が小さ

く、郊外部ではゴミ 終処分場跡地地や組合土地区画整

理事業保留地などの土地を取得して大規模な団地が形成

されている。都市計画一団地の住宅施設 7団地の平均敷

地規模は 60,372㎡であるが、平均住戸数は 783戸と敷地

規模に比して少ない。これは、良好な住環境を保つため

用途地域による指定容積･建蔽率（1中高 150/50）よりは

るかに厳しい数値に制限注３されていることによる。

建物の階数（複数棟がある場合はその 高階数）は、

中層の 5階建てが 23団地と過半を占めているが、土地の

有効活用を求め 10階建て以上も 4団地ある。5階建てで

あっても他自治体が多く採用しているＰＣパネル・壁式

構造は少なく大半がＲＣ構造であり Is値(特に 7階建て

以上は)が低い。

駐車場は、公営住宅階層が自家用車を所有すること

は考慮されていなかったこともあり、建設当時には整備

されなかった。その後、社会状況の変化に伴い、名古屋

市も外構部の緑地や子供の遊び場などを潰し市営住宅全

体での駐車場率を 60％に引き上げることを目標に整備

しつつあるが、現在でも本研究対象 41団地中 17団地に

全く駐車場が無く、41団地平均は 36％であり、設置率が

5 割を超える団地は 9 団地しかなく、名古屋市中高層建

築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例に

基づく附置義務割合を満たさない団地が36団地(表-1の

網掛け)ある。

団地外部敷地への日影は、1976 年の建築基準法改正に

よる日影規制がかかる以前の設計であり、考慮がなされ

ていない。そのため、面的商業地域内に立地し日影も商

業地域内に納まり日影規制対象外の 5 団地(表-1 当該欄

の－表示)を除く36団地中29団地が既存不適格となって

いる。図-5に日影規制にかかる既存不適格状況を示す。

３．建替え配置計画案

民間分譲マンションでは、容積率に余裕があり、等価

交換による建替えが可能であったものが建替えを実現さ

せている。5) 指定容積率の限度ギリギリまでの設計を行

うことが前提とするならば、容積率を変数とし建設可能

住戸数を推計することができよう。しかし、公営住宅団

地の場合には、建設コストの関係から住戸は標準プラン

を用いること、団地内外ともに良好な住環境を確保する

ことが与条件であるため、容積率のみによる試算では実

態と乖離した不適切な方法になることが想定されるため、

全 41 団地それぞれの敷地における具体的な建替え配置

計画案を作成した。

名古屋市営住宅配置計画基準－原則南向き(一部東向

きを含む)４時間程度の日照確保、各住棟及び団地全体に

おいて単身用 1DK を 2～3 割程度、小家族用 2DK を 4～5

割程度、一般用 3DK を 2～3 割程度多家族用 4DK を 5%程

度の型別供給、駐車場は平置き 8 割確保を目標など注４

－に従い全面建替えによる配置計画案を作成した。なお、

複数の住棟からなる場合には、全面更地→再建築ではな

く、現実的な建て替え事業を想定し、順次建て替える工

程が可能な配置計画（図-6）とした。その結果、対象 41

団地を全て建て替えると、戸数増加、戸数維持が見込ま

れるのは各 1 団地で、戸数が減少する 39 団地のうち 10

団地は半減以下、そのうち 2団地は 1/3以下に減少する

などし、全体では住戸数が約 1/3に当たる 4,594戸も減

少することが明らかになった。この割合は、小山・吉田

3)により転居可能住宅不足を指摘された意図的な公営住

宅ストック削減を目的に策定された香川県営住宅再編計

画案(なお、この計画案は、公営住宅の需要がある中で、

耐用年数規定を充たさない公営住宅の廃止にあたるとし

て、国土交通大臣による承認が得られなく、香川県は案

を撤回している。)とほぼ同じ割合である。

建替え配置計画案での団地単位の住戸数は 100戸未満

(15→25団地)で過半を占めるようになり、500戸以上の

大規模団地も 8→4団地と減少する。平均は 209戸、 小

団地は 8戸、 大団地は 1,241 戸である。棟数は 10棟以

上が 9→4団地に、うち 20棟以上は 7→1団地に減少し、

一方、階数は 5 階建てが 24→10 団地に減少し、10 階建

て以上は 4→12団地と増加するなど、全般的に高層化が

進む。一方、斜線制限や日影規制をクリアするために 3

階建てに階数を下げた団地も 2団地ある。

戸数減少の要因としては、1.現在の住水準に基づき戸

当たり住戸面積を増加させていること、2.中高層建築物

の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例による

駐車場設置や緑化地域及び緑のまちづくり条例による緑

地を確保することなどがある。



No.22団地

東京都のように従前居住者の高齢単身居住者割合分だ

け1DK又は2Kの狭小住戸とすれば戸数減の割合を抑える

ことはできるが、現行の公営住宅法による入居基準では

単身入居は、高齢者等のみに限られていることから、将

来住み替えが生じても団地全体の高齢者比率は高いまま

という高齢団地が固定化され、日常の清掃やコミュニテ

ィ活動の問題等を抱える虞が極めて高い。このため、名

古屋市配置計画基準通りの混合型別供給を採用している。

一方、駐車場については、市営住宅全体での駐車場率が

既に 6割に近づいてきていることや、高齢単身世帯の車

両保有率が低いことから配置計画基準の 8割は目標とす

るものの優先確保項目とせず、条例による附置義務割合

の確保としている。原則平地での駐車場である。これは、

機械式の立体駐車場は整備費及び維持管理費が入居階層

図-6 建て替え配置計画図

図-7 建替え配置計画案による団地の概要
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の家賃負担能力を超えることから導入を検討していない。

例外的に、大規模団地で効率的な自走式立体駐車場が配

置できる団地や都心部にありやむなく地下駐車場とする

場合等がある。なお、建替えローテーション途中におい

ても、入居済みの建て替え後住戸に対する附置義務割合

を満たすものとしている。

緑地確保については、ＵＲや全国各地の公営住宅での

取り組みは既に試行段階を超え一般化してきているた

め、平地での確保が困難な場合は屋上緑化や駐車場緑化

を計画している。

４．設計限界の要因

次に、建築基準法の集団規定を主に、住戸数を規定す

る設計限界の要因を表-2でみる。

容積率については、指定容積率上限値ギリギリまで使

用できる団地は 1団地のみである。また、指定容積率に

対する使用容積率の比＝充足率を図-8でみると、90％以

上の有効活用ができているのは僅か 5団地のみであり、

約半数の 19団地が 70％未満である。

容積率が不足して戸数が確保できないのではなく、他

の規定＝良好な近隣住環境の確保のために制約を大きく

受けていることがわかる。このことは中高層市営住宅団

地再整備だけでなく、老朽化マンションの再生・建替え

問題を考える上でも安易な容積率緩和策では解決しない

ことを示唆している。

図-8 指定容積充足率

道路斜線制限によるものが 21団地、絶対高度規制によ

るものが 15団地、駐車台数確保によるものが 11団地、

日照確保によるものが 10団地、日影規制によるものが 9

団地、地区計画案によるものが 7団地、隣地斜線と採光

がそれぞれ 4団地あり、これらの形態規制により強く制

約を受けていることが明らかになった。

道路斜線制限は単独棟 25団地中 11団地が限界要因と

なり、複数棟 16団地中では10団地とさらにその割合が

高い。かつて団地内通路として整備されながら、管理の

都合上、市道認定を受け公道移管を進めてしまったこと

により、厳しい制約を受けることになっている。

絶対高度制限は、2008 年 10 月の高度地区規定の改正

施行により容積率 200％地域が 31ｍ高度地区又は絶対高

31ｍ高度地区となったため、非常用エレベータや特別避

難階段等の防災設備の必要がない上限である 14階建て

表-2 設計限界主要因一覧

●は、制限ギリギリ＝設計限界要因を示す

○は、まだ余裕があることを示す

－は、該当しない又は適用されないことを示す

への建替えを想定してきた団地でも、10階建てまでしか

建てられなくなったことによる。また、日影の影響範囲

は拡がるが等時間日影は少なくなる搭状の超高層住棟も

容積率 400％以上地域でしか計画できなくなっている。

道路斜線制限や高度地区規定に関しては、建築基準法

第 59条の 2に基づく総合設計制度を活用し、公開空地の

創出等良好な市街地の形成に寄与する建築物と認められ

れば緩和を受け、高層化することで戸数減少割合を低減

することができる。しかし良好な市街地の形成要件の一

容
積
率

建
蔽
率

道
路
斜
線

隣
地
斜
線

高
度
斜
線

日
影

絶
対
高
度

日
照

採
光

駐
車
場

その他注6

1 ○ ○ ● ○ － － － － ○ ● 近隣配慮
2 ● ○ ○ － － ● ● ○ ○ ○ 福祉施設
3 ○ ○ ○ ○ － － － － ○ ●
4 ○ ○ ○ － － ○ － ○ ○ ○ ｱｾｽ、景観
5 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 地区計画
6 ○ ○ ● ○ － ● － － ○ ●
7 ○ ○ ○ ● － ● － － ○ ○ 近隣配慮
8 ○ ○ ● ○ － － － － ○ ●
9 ○ ● ● ○ － ● － － ○ ●

10 ○ ○ ● ○ － ● － － ○ ●
11 ○ ○ ○ ○ － － － － ○ ●
12 ○ ○ ● ○ － ● － － ○ ○
13 ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 地区計画
14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ●
15 ○ ○ ● ● － ○ ● － ● ●
16 ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 地区計画
17 ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 地区計画
18 ○ ○ ● ○ ● ○ ● － ○ ●
19 ○ ○ ○ ○ － ● － － ○ ○
20 ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ 地区計画
21 ○ ○ ○ ○ － ○ － ● ○ ○ 地区計画
22 ○ ○ ○ ○ － ● － － ○ ○
23 ○ ○ ● ○ － ○ － － ○ ○
24 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● － ○ ○
25 ○ ○ ○ ○ － ● － － ○ ○
26 ○ ○ ○ ● － ○ ● － ○ ○
27 ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ ●
28 ○ ○ ● ● － ○ ● ● ○ ○
29 ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ ○
30 ○ ● ○ ○ ○ ○ － － ● ／
31 ○ ○ ● ○ － ○ － － ● ○
32 ○ ○ ○ ○ － ○ － － ○ ○
33 ○ ○ ○ ○ － ○ ● ● ○ ○
34 ○ ○ ● ○ － ○ － ○ ○ ○
35 ○ ○ ● ○ ○ ○ － － ● ○
36 ○ ○ ● ○ － ○ ● ● ○ ○
37 ○ ○ ○ ○ － ○ ● － ○ ○
38 ○ ○ ● ○ － ○ － ○ ○ ○
39 ○ ○ ○ ○ － ○ － ● ○ ○
40 ○ ○ ● ○ ● ○ － ● ○ ○ 地区計画
41 ○ ○ ● ○ － ○ ● ● ○ ○
計 １ 2 21 4 8 9 15 10 4 11

5 5 5 4 6 11 5
容積

充足率

40％未満 50％未満 60％未満 70％未満

80％未満 90％未満 90％未満以上



つとして、駐車場設置率 100%以上が求められる。配置計

画案から戸数増をさせる分以上に住戸数分の駐車場を確

保することが厳しい。また住宅団地の性格・防犯上の観

点から「公開空地」の継続確保は難しく注7、総合設計適

用可能団地は極めて限られる。

駐車場の確保は、他施設併存団地で大きな制約になっ

ている。低層階を併存他施設が利用し非建蔽地が十分確

保できなく、さらに併存施設用駐車場確保が優先される

ためである。なお、NO.30 団地は、公設市場面積確保の

ため全く駐車場を確保できないことにより、附置義務が

発生する対象とならない 8戸まで戸数を減少させている。

日照確保は、配置計画基準の冬至日における 4時間程

度の日照を確保するものであり、1998年に改正された以

前の政令：公営住宅等整備基準による主要居室の 4時間

日照確保を引き継ぐとともに、南面採光を基本とし、南

北軸ツインコリダーのような冬至日以外でも午前か午後

どちらかの 4時間しか日照が確保されない住戸、特に西

向き住戸やロ型配置は計画していない。棟数の多い大規

模団地にとって、住棟の方位及び隣棟間隔を規定し、戸

数確保を阻む強い制約要因となっている。

採光は、各居室の採光有効面積算定に当たり隣地境界

線からの距離が利いてくるため南側が民地である単独棟

団地での制約になっている。逆に、日影規制は、北側に

民地が存在する団地、特に単独棟団地で大きな制約要因

となっている。

５．戸数減少による建替え事業への影響

公営住宅入居者は、建替後の住宅への戻り入居が公営

住宅法により保証されている。このため、建替え事業を

成立させるためには、戸数減少を補う必要がある。その

方策としては、新たな用地を取得し建設戸数を増やす以

外には、１．募集停止をし、自然減少を待つ。２．他市

営住宅への希望移転を図る。など建替対象住宅居住者が

建設予定戸数まで減少させる方策が必要となる。

地方財政状況の厳しい中で建設用地を新たに確保す

ることは困難であろうが、現在、東京都営住宅や愛知県

営住宅などでは、低密度で建設された団地を建て替え高

層化することで余剰地を生み出し、その処分金を建替住

宅の建設費に充てている。資産を食い潰すのではなく、

その余剰地に戸数減少が生じる中高層団地建替えの受

け皿住宅を建設したり、余剰地処分金を特別会計に積立

てて中高層団地建替えに備えることが必要である。

また、近年の経済停滞の影響を受け、ここ数年の市営

住宅退去戸数は減少しているため、募集停止による自然

減少は年 3％程度しか期待できない。少なくとも 1970年

度以前建設の全団地を対象とする再整備計画を樹立し、

より前倒しで長期かつ計画的に募集停止を行う必要が

ある。

募集停止により長期空き住戸が多く生じると、団地コ

ミュニティ活力が低下するとともに、家賃収入が減少す

る。このため、定期借家制度を活用し、建替え事業実施

までの間に期限付き入居を認める方策もあるが、永住指

向でない期限付き入居者は団地コミュニティに溶け込

まない問題も生じている。また、高齢者を期限付きで退

去させることは難しく、若年層を対象とすることになろ

うが、その場合には若年層にとって魅力ある住戸への改

修が必要となる。

希望移転についても、経済情勢が厳しい中では市営住

宅全体に退去戸数が少なく、一般募集倍率が高い中で、

建替え事業用に多くの空き住戸を仮押さえすることが困

難になっている。逆に建替え事業用に多くの空き住戸を

確保するならば、一般募集枠がそれだけ減少し、高倍率

化することになる。

名古屋市では現在、低層住宅団地の 後の建替えを平

田荘で行っているが、当該団地従前居住者の意向を優先

し、普通家族用の住戸のみを建設し、単身者であっても

3DK 住戸に入れるようにしている。当該入居者にとって

はより良い住環境の確保として評価されるであろうが、

単身・小規模家族用住宅を混在させなかったことにより

再入居を保障するだけの建設戸数は確保しているもの

の、その次に建替えられていく中高層住宅団地からの移

転受け入れ用住宅の確保不足につながっている。一団地

で完結することの無い中長期の市営住宅団地全般にわ

たる建替え計画の策定とその着実な実施が求められる。

また、1 棟で住戸数の多い高層住棟（ 大の住棟は、

No.4団地にある 299戸、No.28 団地には 200戸超住棟が

4 棟ある）の当該棟建替え工事期間中には一時にまとま

った戸数の仮移転先が必要となる。仮移転先住宅として

リロケーション住宅の建設や民間借家・公社住宅等の活

用も検討していく必要がある。

６．全面建替え以外の再整備方策の検討

戸数を減少させず、再整備（耐震性の確保と水回り・

バリアフリー化・間取りの合理化など）を行う方策とし

て、躯体を残して内装等について全面的な改善と共用部

分のバリアフリー化等を併せて行い、耐用年数までの 30

年以上の長寿命化を図る全面的改修＝トータルリモデル

事業制度があり、神奈川県、福岡県、広島県などで実績



が上がっている。

名古屋市営住宅の中層住棟の多くは、１室増築により

一定以上の住戸規模を有し、またＥＶ増築により共用部

のバリアフリー化も進んでいるため、経費的には恵まれ

ているが、残耐用年数のみで計算すれば、新築よりも経

費が嵩む。しかし、コンクリート中性化対策などの劣化

防止により耐用年数自体を延長させ得ることや、新たな

用地を取得し建て替えによる減少分の住宅の新築を行う

よりは経費が少なく済むため、再整備戸数を増加させる

ことができる。一方、高層住棟については、１室増築は

なされてなく住戸面積は狭小なままである。京都市では

従前の三戸分を二戸にする改造と併せて全面改修を行っ

ているが、住戸数は 2/3となり、建て替えによる平均減

少率と大差がないため、減少率の高い団地以外では戸数

減少対策として有効ではない。このため、現在でも応募

倍率が高く、今後ますます需要が高まることが推計され

ている高齢単身・小世帯向き住宅として住戸面積増加を

図らず全面的改修を行うことが選択肢にあがる。なお、

名古屋市では、2002、2003年度に本地荘(1971～73年度

建設 5F 建て)第 23 棟、第 25 棟の計 100 戸を 2SDK から

1LDKに水回りを中心に高齢者仕様に改造し、併せて巡回

員サービス注8を行っている「高齢者向け改善住宅」の実

績がある。

これまで、同一団地内の全ての住棟を順次建て替えて

きているが建替え住棟と改修住棟を混在させ、戸数減少

割合を低減させることも検討課題である。

全面的改修の場合、入居者は一時退去を余儀なくされ

るが、その仮移転先としての公営住宅入居や、戻り移転

入居についての法的根拠が無く特定入居を認めれば同法

第 22条の公募要件に違反する。さらに収入基準など同法

第 23 条に定める入居基準を満たしていなければ仮移

転・戻り移転ともに公営住宅には入居できない。このた

め、収入超過者など一部入居者の事業協力が得られない

虞が高い問題を有する。

実態としては事業主体による柔軟な解釈で対応してい

るようであるが、本来的には早急な公営住宅法改正等の

立法措置が必要である。

7．まとめ

耐震性能の不足や、設備の陳腐化、非高齢対応などを

解消するため、1970年度建設以前の中高層市営住宅の建

替えを早期にかつ大量に行うことが必要になってきて

いる。

しかし、良好な住宅及び住環境水準での建て替えを実

施しようとすれば、従来行ってきた低層住宅団地の建替

えと異なり、住戸数を増加させたり、余剰地を生みだし

たりするどころか、道路斜線制限、絶対高度規制、附置

義務駐車台数確保、4 時間日照確保、日影規制、採光要

件など主として建築基準法集団規定による制約によっ

て、従前住戸数の約１／３もの大きな戸数減少を生じて

しまうことが明らかになった。

公営住宅法により従前居住者には戻り入居を保証す

ることが建替えの絶対条件であるため、移転先の確保が

大きな課題となる。確保方策として、低層住宅団地の建

替え余剰地の活用や、建替え予定団地の入居募集停止を

長期かつ計画的に行うためには、1970年度以前建設の全

団地を対象とする再整備計画を樹立する必要がある。ま

た、入居募集停止団地については長期空き住戸対策が団

地コミュニティ活力維持のためには必要とされる。さら

に、リロケーション住宅など仮移転先住宅の確保方策の

多様化が必要である。

従来行ってきた団地全面建替え以外の再整備方策とし

て全面的改修については、公営住宅法に全面的改修が位

置づけられていないため入居要件の課題を抱えており、

法改正が必要であるが、１室増築や EV増築が進んでいる

中層住棟では戸数減少させることなく再整備量を増加さ

せることが期待でき、高層住棟でも狭小住戸をソフト面

のサービス付きの「高齢者向け改善住宅」としての整備

が期待される。

注１：第一種公営住宅中耐の標準床面積は、1948～61 年度

が 39.6㎡、1962～67年度が 42.5㎡、1968･69年度が 43.0

㎡、1970～1981 年度にかけて毎年 1～5 ㎡の増加があり

46.0㎡→71.0㎡となっている。

注２：国交省の公営住宅予算総額が減少しているのは、住

宅政策の後退を示しているが、公営住宅予算要求を行っ

ている自治体に対して前倒しでの執行を求めるなど極め

て潤沢に予算配分がなされており、国交省として積極的

に減額しているのではなく、地方自治体からの公営住宅

予算要求が減額してきていることを反映している。

注３：７団地の容積率／建蔽率は90/25,70/20,80/20,

80/20,70/20,80/20,70/20 である。しかし、容積率･建蔽

率、緑地・公園の位置や大きさなどが都市計画一団地の

住宅施設で定められ、その規定を遵守して開発された団

地であっても、緑地・公園が駐車場化したり、建築基準

法の確認対象法令ではないため規制の実効性が欠如して

いる。現状では各団地とも、一室増築、EV 増築、自転車

置き場設置などにより建蔽率・容積率ともに違反状態に

なっている。

注４：平成 12年 4月 1日に施行された当該条例は、建築確

認対象法令である駐車場法に基づく条例ではないため、

既存建築物については正確には「既存不適格」ではない。

同条例第 13 条第 1 項の規定に基づく同規則第 10 条によ



り、下表の左欄に掲げる区分に、同表の右欄に掲げるよ

り、表の左欄に掲げる区分に、同表の右欄に掲げる割合

を乗じて得た数以上の台数の自動車が駐車できる駐車場

を敷地内に設置することとされている。

地域又は区域 自動車の駐車台
数の住戸の数に
対する割合

第 1･2種低層住居専用地域 10分の 7

第 1･2種中高層住居専用地域 10分の 6

第 1・2種住居地域、準住居地域、
準工業地域、工業地域又は用途地
域指定のない区域

10分の 5

近隣商業地域 10分の 4

商業地域 10分の 3

注５：計画団地内の住棟や附属施設等に関する諸規定の他

に、配置計画方針として１．計画団地の住環境、景観等

を把握するため敷地周辺を調査し、地域空間構成を認識

する。 ２．建設すべき団地の景観をイメージし、周辺の

住環境、街並みと調和した配置計画とする。 ３．地域

の現状と将来の発展性を考慮しながら、歴史的・社会的

特性を活かした住宅計画を目指すようにする。 ４．計

画地の現状を考慮しながら土地の有効利用を図り、住戸

数の確保を優先した配置計画を実施する。 ５．本配置

計画基準と関係法令等に齟齬があった場合は、関係法令

を遵守する。また、社会通念上配慮すべき事項等も設計

者の良心に従い実施するものとする。計画団地周辺への

計画基準として、１．近隣住宅等への日影配慮 (1)工業

地域、準工業地域、商業地域、近隣商業地域、準住居地

域、第１種・第２種住居地域では、1ランクアップの法定

日影規制を適用する。第 1 種・第 2 種中高層住居専用地

域、第 1 種・第 2 種低層住居専用地域では、敷地境界線

からの水平距離を 1ｍ減した線(4m､9m)で法定日影規制を

満たすことを原則とし、満たさない場合でも、日影が及

ぶ敷地ごとに、冬至日における日影時間が、建替前の日

影時間より増加しないこと。 (2)1階(1階に居室がない

場合は、居室のある 下階、以下本項中同じ。)の 1居室

の床面において、冬至日に 4 時間以上の日影を生じさせ

ないことを原則とし、生じさせる場合でも、1階の床面に

おける冬至日の日影時間が、建替前の日影時間より増加

しないこと。 (3)小学生以下の児童・幼児を対象とした

教育施設等(幼稚園・保育園・小学校など)の敷地に対し

て、冬至日における日影時間が、建替前の日影時間より

増加しないこと。 2.周辺状況により周辺建物とのスケ

ール調整をする。よって、近隣建物の高さを考慮し、突

出したものとならないよう検討をする。 3.ゴミ置き場

の設置場所は、近隣住宅に配慮した位置とする。 4.公

道の拡幅等により歩道を設置する場合、原則としてその

幅を 2.5mとする。 5.計画団地により、周辺コミュニテ

ィが分断されないように配慮する。などが規定されてい

る。

市営住宅の存在を嫌う近隣住民対策として日影等の配

慮は実際になされているが、既成住宅市街地に立地する

中高層団地の建て替えに際しては戸数確保が優先される

ため、「周辺の住環境、街並みと調和した配置計画」には

なっていない事が多く、また景観面への配慮も千種台団

地における傾斜屋根の採用や地形を活かした一ッ山荘を

除けば、不十分な団地が多い。

注６：近隣配慮は、周辺建築物より突出した高さにならな

いよう、高さ・階数を抑えている。

福祉施設は、100戸以上の公営住宅については、国庫補

助要件として保育所、高齢福祉施設等の福祉施設の併設

が必要であるため、99戸に抑えている。

アセス、景観配慮は、1,000 戸以上の住宅団地建設には、

市条例に基づく環境アセスの実施が必要になることや、

名古屋城隣接区域のため高さ・階数を抑え、999戸にして

いる。

地区計画は、都市計画一団地の住宅施設について、名

古屋市都市計画課は、国土交通省の都市計画運用指針を

受け、建て替え時において良好な住環境の継続に実効性

を求めるため、一定水準以上の公園・緑地確保、歩行者

専用道路等による団地内交通安全確保、団地外全周から

の厳しい斜線制限などを骨子とする地区計画への移行を

条件としている。

注７：「公開空地」が住宅団地の特性から非公開空地になり

がちであるため、名古屋市建築指導課では総合設計制度

の住宅団地への適用について極めて慎重である。

注８：介護サービス NPOに委託し、巡回員は毎日午前 10時

に安否確認表示盤のランプにより安否確認を行い、点灯

していない住戸には訪問し確認を行、週一回程度は、各

住戸を訪問し安否確認を行う。また、高齢者向け改造住

宅談話室での居住者同士の交流促進を図る。なお、この

談話室は住戸 1 戸を談話室に転換しており、中部地方整

備局から公営住宅の需要の高い地域での用途廃止のため

補助金返還対象となる可能性を指摘され、2008 年度によ

うやく解決した。
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